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地域生活支援拠点等の整備イメージ図（案）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時の受け入れ・対応 

・緊急時の受け入れ先の確保 

 （利用協定の締結・事業所登録） 

・日中の通所施設での受け入れや、空き

施設や自宅に支援員を派遣する支援

手段の検討 

・移送手段の検討（福祉有償運送、民間

タクシー、受入れ施設による送迎等） 

・施設空き状況の情報共有システムの

検討 

・人材確保に向けた支援施策の実施 

 （市居宅介護人材就労支援奨励金事業） 

・国や県による専門研修の受講勧奨、情報提供 

 

専門的人材の確保・養成 

体験の機会・場 グループホーム 
短期入所事業所 

短期入所事業所 
日中一時支援事業所 

日中活動サービス事業所 
訪問系サービス事業所 

相談支援事業所 

・既存施設（短期入所事業所等）の有効活用 

  

一般相談支援事業所 

特定相談支援事業所（児・者） 
相 談 

委託相談支援事業所 

＜身障＞ 大垣市社協（市委託） 

＜知的＞ 柿の木荘・ゆう（圏域委託） 

＜精神＞ せせらぎ・グリーンヒル（圏域委託） 

障がい者基幹相談支援センター 

（市障がい福祉課） 

コーディネーター 

障害福祉サービス等事業所 

地域の体制づくり 

市の関係部署（高齢介護課、

社会福祉課等）、地域包括支

援センター等と連携 
・事前登録をするハイリスク者の情報収集、「緊急時支援登録

シート」の作成と一元管理 

・緊急時対応のコーディネート、相談、連絡体制の確保 

 

・地域生活支援拠点等の実施要項、事

業所登録方法の検討 

・障がい者の暮らしを支える協議会 

 での拠点等の進行管理、連携構築 

 

＜地域生活支援拠点等の整備の目的＞ 

障がい者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障がい者の生活を地域全体で支

えるため、居住支援のためのサービスの提供体制を地域の実情に応じて整備するもの。 



 

 緊急時の定義（案） 

介助者が急に入院するなど必要な支援を得られず、本人のみでは生活できない場合であって、予期せず当日または翌日以内に福祉

サービスの利用が必要となる場合。ただし、緊急時の判断は市が行うものとする。 

 

 緊急時支援登録者（ハイリスク者）の対象要件（案） 

緊急時の定義に該当する可能性が高い障がい児者で、登録に必要な個人情報等を関係機関に提供することに同意のある人 

 

 緊急時支援フロー図（案） 

 

   

 

 

  

 

   

 

   

 

 

  

   

     

                                               

基幹相談支援センター 

（市障がい福祉課） 

委託相談支援事業所 
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③連絡・調整 
 受入依頼 

連携 

対応 
困難時 

基幹相談支援
センター 
委託相談支援
事業所 
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移送手段 

指定特定相談支援事業所 

 

 緊急時支援登録シート 

障害福祉サービス利用なし（計画相談なし） 

緊急時支援登録シート 

①相談 
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障害福祉サービス利用者（計画相談あり） 

②相談応対 
  訪問 

①相談 

②相談応対 
  訪問 コーディネーター 

緊急対応後

の生活の 

協議 


